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子ども・子育て支援新制度の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、保護者が子育てについての 
第一義的責任を有するという基本認識のもとに、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を 
総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が今年４月からスタートしました。 
  
横浜市では、子どもの育ちの連続性を大切にし、乳幼児期から青少年に至る成長を広い視野でとら 

えていくことを基本的な視点として、引き続き保育所待機児童対策に取り組むとともに、教育・保育 
の質の維持・向上、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業など在宅の子育て家庭への支援、放課 
後児童施策等を、切れ目なく総合的に推進していきます。 

 ２．従前の制度からの主な変更点 

（１）市町村が制度の実施主体に 

○これまでは、制度によって都道府県と市町村とに分かれていた実施主体について、新制度では市町村

に一本化されました。 

○市町村は、子ども・子育て支援の実施主体として、市民の子ども・子育て支援に関する利用状況と利

用希望を把握したうえで事業計画を作成し、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を計画

的に提供する責務を負います。 

（２）幼児期の教育・保育を「個人への給付」として保障 

３歳以上のすべての子どもへの教育と、保育の必要性のある子どもへの保育について、個人の権利と

して保障する観点から、認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等を通じた個人への給付制度が導

入され、いずれの施設・事業を利用した場合でも共通の仕組みで公費対象となります。 

（３）財源確保と公定価格の設定 

○社会保障・税一体改革において、「子ども・子育て」は社会保障分野の一つに位置付けられ、新たに

財源が確保されます。 

○新制度では、教育・保育等に通常要する費用である「公定価格」が設定され、公定価格に盛り込む質

の改善などの事項・所要額は財源確保の状況により設定されています。 

（４）「地域子ども・子育て支援事業」の法定化 

地域子育て支援拠点や放課後児童クラブなど様々な事業が「地域子ども・子育て支援事業」として法

定化され、各市町村が地域の実情に応じて実施します。 

（５）基準条例の制定 

幼保連携型認定こども園や地域型保育事業等の認可基準、教育・保育施設等に関する運営基準、放課

後児童クラブの設備・運営基準など、新制度の施行にあたって様々な基準条例を制定しています。 

 １．子ども・子育て関連３法について 

  幼児期の教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実を目的とした、次の 3 つの法

律が平成 24 年 8 月に成立しました。 

① 子ども・子育て支援法 

幼稚園と保育所で別々になっている利用手続や公費負担の仕組みなどを一本化 

② 認定こども園法の一部改正法 

③ 関係法律の整備法 

上記 2 つの法律の施行に伴い、児童福祉法などの関係法律を改正 

資料 １ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．給付・事業の全体像 

子ども・子育て支援給付（義務的給付） 
 

地域子ども・子育て支援事業（任意事業） 

■施設型給付 
・認定こども園 
・幼稚園 
・保育所 

 
■地域型保育給付…３歳未満児対象の事業 

・小規模保育（ ） 
・家庭的保育（利用定員 5 人以下） 
・居宅訪問型保育 
・事業所内保育 

 
 
■児童手当 

  

≪教育・保育給付≫ 

≪現金給付≫ 

・妊婦に対して健康診査を実施する事業
・乳児家庭全戸訪問事業 
・子育て短期支援事業 
・養育支援訪問事業等 
・病児保育事業 
・利用者支援に関する事業 
・時間外保育事業 
・放課後児童健全育成事業 
・地域子育て支援拠点事業 
・一時預かり事業 
・子育て援助活動支援事業 
・実費徴収に係る補足給付を行う事業 
・多様な主体の参入を促進する事業 

現行制度  新制度 

  

 

【市所管】 

【市所管】 

 

【市所管】 

 

【県所管】 

認可外保育施設 

事業所内保育 

幼稚園 

幼稚園 

私学助成 

私学助成 

【県所管】

認可外保育施設 

事業所内保育（給付対象外） 

事業所内保育（給付対象） 

幼稚園 

保育所 

横浜保育室 

家庭保育福祉員 

ＮＰＯ型家庭的保育 

保育所運営費 

市単独助成 家庭的保育 

小規模保育 

保育所 

居宅訪問型保育 

【市所管】 

（給付対象施設・事業）

施設型給付 

地域型給付 

認定こども園 

幼保連携型 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

横浜保育室 

認定こども園※ 

幼稚園型 

幼保連携型 

保育所型 

地方裁量型 

※平成 27 年４月現在、本市の認定こども園は幼保連携型及び幼稚園型です。 

○本市施設・事業における従前の制度から新制度への移行の主なバリエーション 

従前の制度 新制度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給認定区分 実施年齢 保育の必要性 利用できる施設 

１号認定 
＜教育標準時間＞ 

３～５歳 なし 
幼稚園、 

認定こども園（幼稚園部分） 

２号認定※ 
＜保育標準時間／保育短時間＞ 

３～５歳 あり 
認可保育所、 

認定こども園（保育所部分） 

３号認定※ 
＜保育標準時間／保育短時間＞ 

0～２歳 あり 
認可保育所、認定こども園（保育所部分）、家庭

的保育、小規模保育、事業所内保育等 

 ４．認可・確認（事業者関係） 

 ５．支給認定（利用者関係） 

 給付費の支給にあたっては、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、市町村が「支給認定」を行います。 
 （利用する施設等によって、認定申請書の提出先は異なります。） 

※保育の必要量に応じて「保育標準時間（11 時間）」または「保育短時間（８時間）」に分類されます。 

○新制度における利用者負担は応能負担を基本とし、国が定める水準を上限として市町村が各認定区分

（１～３号認定）・保育必要量（標準時間／短時間）ごとに定めることとされています。 

○２・３号認定（保育所・地域型保育事業等）の利用者負担については、算定基礎となる税が所得税か

ら市民税に変更となりました。負担額は従前の制度と同程度の水準となるよう設定しています。 

○１号認定（新制度へ移行した幼稚園等）の利用者負担については、就園奨励補助金は支給されずに月々

の負担額が所得に応じた額になります。負担額は、市内の園の実態や就園奨励補助金を含めた実質的

な負担水準、保育所の負担水準等を勘案して、低中所得世帯を中心に軽減が図られるよう設定してい

ます。 

○新制度における「施設型給付」または「地域型保育給付」の支給対象となるためには、「認可」とあわせ

て新たに「確認」を受けることが必要になります。 

・「認可」により、設置が認められる 

 （施設・事業の目的に合致した基準を満たしていることが必要） 

・「確認」により、新制度における支給対象の施設・事業となる 

 （設備・運営に関する基準を満たしていることが必要） 

○確認を受けることができる主体 

確認を受けることができる教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）の設置者は、 

「法人に限る」とされています。（ただし、「施行前に現に認可を受けている施設」は除かれます）。 

 ６．利用者負担（保育料） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７．参考となるホームページ 

○ 横浜市ホームページ 

「横浜市こども青少年局のホームページ内の子ども・子育て支援新制度」のホームページ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/  

 

横浜市子ども・子育て支援新制度            検索 

 

事業者の皆様へ というページでは、請求事務などの各種様式等をアップしています。 

そのほか、横浜市子ども・子育て会議の議事録や 26 年度に策定した横浜市子ども・子育て支援事業 

計画などもアップしています。 

○ 国（内閣府）ホームページ 

 「内閣府子ども・子育て支援新制度」のホームページ 

 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html 

  

 内閣府子ども・子育て支援新制度            検索 

 

  制度の概要のほか、事業者向けのＦＡＱ（よくある質問）や公定価格の試算、各種通知などが 

ご覧いただけます。 

【お問合せ先（制度概要）】 

企画調整課 

子ども・子育て支援新制度担当 

電話 ０４５－６７１－３７２２ 

原、渡辺



幼稚園から見た新制度（移行に伴う収入・事務の違い）

 説明の要旨

○移行に伴う変化
・収入構造の違い、収入比較の考え方
・入園に伴う事務、移行後の事務の違い

新制度の諸手続きのダイジェスト
新制度の全体把握、収入試算の準備

（事務詳細は、この後に各担当から説明）

資料２

 収入構造の変化

移行前（私学助成の園） 移行後（施設型給付の園）

私学助成
経常費補助

保育料
保育料

給付費
（法定代理受領）

個人給付

「公定価格」は施設の加算状況等で変化
「保育料」は世帯状況により市が決定

「経常費補助」は定員等で変化
「保育料」は各園が決定

市独自
助成 公定価格

神奈川県 保護者 保護者横浜市

園 園



 収入比較の考え方

移行前 移行後（施設型給付の園）

【私学助成】
（経常費補助）

【保育料】

【公定価格】（給付費＋保育料）
【市独自助成】

【負担金、諸経費】

入園料、施設設備費、
制服代、教材費、
行事費、給食費、

通園バス代、検定料
など

検定料、
入園受入準備費

新制度の枠外の費用として、明確に分離する
納付後の入園辞退時は返還しなくても良い

【特定負担額】（質向上の対価となるもの）
入園料と総称できるが、施設整備費、
特定職員配置費、○○教育費など、
項目と金額の内訳を明示

【実費徴収】（通常必要な費用）
制服代、教材費、行事費、給食費（2号認
定は主食代）、通園バス代など

公定価格の不足
分を徴収検討

保育料以外の費用の徴収が可能です。徴収理由（使途）によって、
保護者への事前説明・同意が必要なものがあります。

徴収前に説明と同意（書
面合意は不要）が必要

募集時に説明（額・使途・
徴収時期）し、契約時に
書面合意が必要。教育・
保育の必要経費のため、
全納後の入園辞退時は
原則返還が必要

 試算方法

○公定価格
→国作成試算シートをダウンロード
Excelシートに定員や加算の適否を入力

http://www.youho.go.jp/shisansheetY.html
※幼稚園（Ｖｅｒ2.0.0） 、認定こども園（Ｖｅｒ2.0.0） H27.4.2更新版

○市独自助成
→本日の説明会資料で該当の適否、
対象者の有無から計算

検索認定こども園 試算シート



 特定負担額を設定する際の注意①

○私学助成と新制度の違い
・私学助成は、施設に対する運営費補助
標準的運営費（補助対象経費）の50％を補助

・新制度では、教育・保育を個人の権利として保証し、必要な
経費を公定価格として設定。
更に職員の経験年数や各種加算の適否によって、公定価格
は変動する。

公定価格は、加算も含めて必ず試算し、
私学助成（経常費補助）と比較して増減を確認してください。

 特定負担額を設定する際の注意②

○保護者の視点
＜私学助成園の保護者負担＞

（保育料×12ヶ月）－（就園奨励補助金）＋（負担金等）

＜施設型給付園の保護者負担＞

（保育料[応能負担]×12ヶ月）＋（特定負担額）＋（実費徴収額）

※横浜市の１号保育料は、市内園の（保育料＋入園料）の平均値や保育所保育料を
基に、世帯の市民税額によって0円〜25,200円の応能負担で設定。

※特定負担額の設定の仕方によっては、負担増になる場合がある。
例）移行前保育料30,000円、就園Fランク48,000円、１号保育料

（25,200円・D27階層）の保護者の場合
→移行前の保護者の実質負担は26,000円／月
保育料同士を単純比較し同等になるよう4,800円／月の特

定負担額を設定すると保護者にとって実質値上げになる。

特定負担額は、使途の事前説明と保護者の書面合意が必要です。



 その他、横浜市からの補助金（平成27年度）

①移行後も変わらないもの

・私立幼稚園等補助金

・施設整備費補助金

②移行後は仕組みが変更になるもの

・私立幼稚園等預かり保育事業補助金（補助単価と保護者負担額

ガイドラインを変更。支払・実績報告を四半期ごとから毎月に変更。

補助金は毎月の給付費と併せて請求明細作成ソフトで請求可能）

③移行に伴い対象となるもの

・新制度移行園に対する保護者負担軽減補助金、

・一時預かり事業補助金（※原則、県事業から市事業に切替）

④移行に伴い対象外となるもの

・私立幼稚園等特別支援教育費補助金（別途、市独自助成あり）

・就園奨励補助金
※28年度以降の予算を確約するものではありません

2月

12月

1月

 事務手続き等の変化
移行後（施設型給付の園）

保護者 横浜市園

願書配布

願書提出 定員超過時は選考

【入園の内定】

認定利用申請書提出 申請書受理

認定手続き、
市民税額確認

【認定証確認、利用契約締結】

【保育料請求・納入】
毎月

【給付費等請求・給付】
毎月

認定証等受領

（経由）

※4月新入園児(１号)の場合

＜枠内：新たな手続き＞

10月

11月

4月～



 「認可」と「確認」

○移行時に横浜市が「確認」を行う
・幼保連携型認定こども園を除き、認可は県所管のまま
・「学校」の位置づけ、「教育方針」は変わらない
※幼保連携型認定こども園は、横浜市が認可し「学校」及び「福祉施設」の位置づけを持つ

＜参考：施設類型ごとの権限の所管＞

 その他
・現在、移行時期に期限はない
・個人立園のうち、私学助成園は幼保連携型認定こども園
にのみ移行可能。施設型給付園は幼稚園型か幼保連携
型認定こども園に移行可能

          施設類型 

権限 

認定こども園 幼 稚 園 

幼保連携型 幼稚園型 給付対象 私学助成 

施設の「認可」 市 県 県 県 

認定こども園の「認定」 － 市 － － 

給付対象施設としての「確認」 市 市 市 － 

給付費等の支給、運営費の補助 市 市 市 県 

 

 新制度に関するFAQ

○事業者向けFAQ（制度全般に関すること）

○公定価格に関するFAQ

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/fa
q/jigyousya.html

検索内閣府 新制度 事業者

















































支給認定事務
（１号認定）について

平成27年６月10日

横浜市こども青少年局

保育・教育運営課支給認定・利用調整担当

新制度を選択した際の

園への申込みから

利用（入園）を開始するまでの

手続きについてご説明します。

sysmente
テキストボックス
資料８



構 成

１ 新制度における手続きのポイント

２ 平成28年４月利用（新規）に関する日程について（予定）

３ 在籍児の手続きについて

４ 毎月の新規申込みについて

５ 市外に居住する児童（市外児童）の場合について

６ 応諾義務

１ 新制度における手続きのポイント

→ 支給認定証の発行

利用者は、利用にあたって、教育を受けるた

めの支給認定証を受ける必要があります。

横浜市は、利用者からの申請に基づき、支給

認定証を発行します。

１号認定 （幼稚園、認定こども園（幼稚園部分））



年齢
保育の
必要性

支給認定区分 利用できる施設・事業

満３歳
以上

なし
１号認定

＜教育標準時間＞

幼稚園、

認定こども園（幼稚園部分）

満３歳
以上

あり

２号認定※２

＜保育標準時間／

保育短時間＞

保育所、

認定こども園（保育所部分）

満３歳
未満

あり

３号認定※２

＜保育標準時間／

保育短時間＞

保育所、認定こども園（保育所部分）

家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業など

＜支給認定区分＞

＜支給認定証（１号）イメージ＞

保護者
氏名

児童
氏名

住所

認定区分

認定有効期間



２ 平成28年４月利用（新規）に関する日程について（予定）

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月

１月～
２月

３月

４月～

利用契約の報告※４

認定
認定証受理

重要事項説明⇒利用契約※３

利用料の決定

契約締結者一覧受理 利用料の通知受理

利用開始

応募

園児募集

申請書とりまとめ 認定申請※２

入園内定

横浜市が手配する業者が
園に伺って回収します。
（日程は別途ご連絡）

申請受付
↓

システム
反映内定者の一覧（施設利

用者一覧）受理

利用案内配付※１

【説明】

番号 項目 説明

※１ 利用案内配付 申請書同封の利用案内を10月中旬までに新しく新制度に
移行する園に送付します。利用案内は、各区役所にも配
架する予定です。

※２ 認定申請 「認定申請書兼利用施設届出書」を提出（利用者→園）
※申請書は利用案内に挟み込んでいます。

※３ 利用契約 認定証の提示を受け、施設利用者一覧を確認の上、利用
契約を締結します。

※４ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、施
設所在区役所こども家庭支援課に提出します。

※５ 契約締結一覧受
領

契約締結者一覧には、各利用者の利用料が記載されてい
ます。



３ 在園児の手続き

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

11月

12月

１月～
２月

３月

４月

認定申請書受領

認定申請書を利用者へ配布※２

認定申請書送付※１

認定
認定証受理

重要事項説明⇒利用契約※４

利用料の決定
契約締結者一覧受理

※６
利用料の通知受理

利用開始

申請書とりまと
め

認定申請※３

利用契約の報告
※５

申請受付
↓

システム
反映利用者の一覧

（施設利用者一覧）受理

【説明】

番号 項目 説明

※１ 認定申請書送付 認定申請書兼利用施設届出書を在籍児数分（卒園予定児
除く）送付します。

※２ 認定申請書を利
用者へ配付

来年度以降引き続き利用する児童の保護者に申請書を配
付してください。

※３ 認定申請 認定申請書兼利用施設届出書を提出します。

※４ 利用契約 認定証の提示を受け、施設利用者一覧を確認の上、利用
契約を締結します。

※５ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、施
設所在区役所こども家庭支援課に提出します。

※６ 契約締結者一覧
受領

契約締結者一覧には、各利用者の利用料が記載されてい
ます。



４ 毎月の新規申込手続き

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

利用開
始月～

利用契約の報告※４

認定
認定証受理

重要事項説明⇒利用契約※３

利用料の決定

契約締結者一覧受理
※５

利用料の通知受理

利用開始

申請書とりまとめ
※２

認定申請※１

入園内定

申請受付
↓

システム
反映内定者の一覧（施設利

用者一覧）受理

※ 利用開始月に間に合うよう、お早目のお手続きが必要です。

【説明】

番号 項目 説明

※１ 認定利用申請書
提出

「認定申請書兼利用施設届出書」を提出します。

※２ 申請書取りまと
め

園所在の区役所に「認定申請書兼利用施設届出書」を提
出します。※集配業者による回収はございません。

※３ 認定証確認、利
用契約締結

認定証の提示を受け、施設利用者一覧を確認の上、利用
契約を締結します。

※４ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、施
設所在区役所こども家庭支援課に提出します。

※５ 契約締結一覧受
領

契約締結者一覧には、各利用者の利用料が記載されてい
ます。



５ 市外に居住する児童（市外児童）の場合

１ 居住市町村において認定を受ける必要があります。

内定した児童の認定申請書等をとりまとめていただき、横浜市（※１）にご提出
いただければ、横浜市（※１）より、該当市町村に送付いたします。なお、個人情
報になりますので、横浜市を経由して居住市に提出する旨保護者に了解を取って
いただきますようお願いいたします。

※１横浜市を通じて該当市町村に送付する場合、「平成28年４月新規申込み」及び「在籍児」の

申請書については、横浜市事務処理センターに（区役所経由可）、毎月の新規申込みについて

は、区役所に提出してください。

２ 申請書は市町村により異なります。

横浜市外の児童が在籍している場合は、事前に園より該当市から取り寄せてご用意いた

だくか、居住市に問い合わせるよう保護者にご案内ください。

３ 園と利用者の間で契約締結します。

※ 認定証の提示を受け、写しをもらってください。

４ 認定証の写しを横浜市に送付します。

※ こども青少年局保育・教育運営課給付担当（中区港町1-1）に提出してください。

５ 該当市町村より、利用料のお知らせ等が届きます。

※スケジュールは、該当市町村にご確認ください。

６ 応諾義務

保護者から正式の利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなけれ

ば、これを拒んではならないとされています。

正当な理由
①定員に空きがない場合
②定員を上回る利用の申込みがあった場合
③その他特別な事情がある場合

を基本とします。

◎特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内

閣府令第39号）

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。



添付資料について

１ 幼稚園と保育園等の併願について・・・（別紙１）

２ 帳票イメージ・・・（別紙２）

※ 平成27年度 利用案内を横浜市ホームページに掲載中です。

横浜市 利用案内 子ども で検索してください。

平成28年度 利用案内（平成28年4月利用開始分）については10月中旬に発行

予定です。

＜支給認定・利用調整に関するお問い合わせ＞

こども青少年局保育・教育運営課支給認定・利用調整担当

〒231-0017 横浜市中区港町1-1

電話 045－671－3990



幼稚園と保育所等の併願について 

（１）認定申請等について 

・幼稚園の内定を得た利用者が、保育所の併願を希望している場合、利用者から、所定の様式に

より併願していることを、幼稚園を経由して市に申し出ていただきます。 

・保育所を申し込む場合、２号認定を受ける必要があります。２号認定を受けている場合は、１

号の認定証は発行されません。 

・２月頃、保育所の利用調整の結果を市から利用者に通知します。併せて、利用者に対し、入園

の意向の有無を幼稚園に伝えるよう、連絡をします。 

 

 

 

（２）認定の扱い 

・幼稚園を利用する場合は、原則、認定変更の申請を幼稚園を通じて提出し、１号の認定を取得

していただくことになります。 

・一方、幼稚園に通いながら保育所の空きを待つ場合、2号認定のままで幼稚園を利用していた

だくことになります。その場合は、変更申請などの手続きは必要ありません。特例給付（１号

相当分の給付費）が支給されます。 

別紙１ 



平成27年○月○日
〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

○区長 印

(FKD05FM10040)

Fax：○○○-○○○○
Teｌ：○○○-○○○○
子ども家庭支援課
○区福祉保健センター

横浜　子一郎　　　　様

子ども・子育て支援給付支給認定証

児童情報

認定証番号 123456789101

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｺｲﾁﾛｳ

氏名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 4月 6日 性別 男

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

保護者情報

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｵﾔﾀﾛｳ

氏名 横浜　親太郎

生年月日 昭和58年 8月 9日 続柄 父

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町７丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０２

支給認定内容

支給認定区分 １号

認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成30年 3月31日

１　この証は、よく読んで大切に持っていてください。
２　施設等の利用が決定した際には、この証を施設等に必ず提示してください。
３　認定有効期間を経過したときは、子ども・子育て支援給付費の支給を受けられません。
　　認定有効期間を経過する前にお住まいの区の福祉保健センターへ、認定変更申請を行ってください。
４　この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、お住まいの区の福祉保健センターにその旨を届け出てください。
５　認定有効期間内に、居住地を他の市町村の区域に移すと、この証は使えなくなります。
　　居住地を移そうとする場合には、事前に、お住まいの区の福祉保健センターにご連絡・ご相談ください。
　　また、認定有効期間内に、他の市町村の区域に居住地を移したときは、14日以内に、この証を添えて、これまで居住していた区の福祉保健
　センターに認定の取消を申請してください。
６　この証を破損したり汚したり又は紛失したときは、お住まいの区の福祉保健センターに速やかに届け出て再交付を受けてください。
　　また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見したときは、速やかにお住まいの区の福祉保健センターに返却してください。
７　支給認定の資格がなくなったときは、直ちにお住まいの区の福祉保健センターに届け出てください。
８　３～７に関して、お住まいの区と異なる区にある施設等を利用中の方については、施設等のある区の福祉保健センターに申請や届出を行っ
　てください。

sysmente
テキストボックス
支給認定証イメージ

sysmente
テキストボックス
別紙２



〒○○○-○○○○
平成27年○月○日

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

(FKD05FM10100) X

１　負担区分に変更があった場合は、その旨を別途通知します。
２　住所、氏名、世帯構成その他に変更がある場合は、速やかに上記の福祉保健センターへ変更の申請をしてください。
３　施設等を利用中であっても、支給認定の基準に該当しなくなった場合には、支給認定を取り消す場合があります。

施設・事業所名 ○×△□法人　よこはま幼稚園

施設・事業所
住　所　等

231-0021
横浜市中区日本大通１００丁目５５５５番地

負担区分適用期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

減 免 期 間 平成27年 4月～平成28年 3月

Ｄ２５階層

その他 3,500,000 円 

補 足 給 付 有

認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

根拠となる税額

父 3,000,000 円 判定税額計 8,000,000 円 

母 1,500,000 円 負 担 区 分

保 護 者
( 申 請 者 )

氏 名 横浜　親太郎

住 所
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

認定証番号 123456789101 認 定 区 分 １号

支給認定決定通知書【教育】

子ども・子育て支援法第20条に基づく支給認定について、次のとおり決定します。

対 象 児 童
氏 名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 1月 1日

Teｌ：○○○-○○○○

○区長 印

Fax：○○○-○○○○

横浜　子一郎　　　　様

子ども家庭支援課
○区福祉保健センター

sysmente
テキストボックス
支給認定決定通知書イメージ



平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

(FKD05FM1A300)

５歳関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中
４歳関内　二郎 △△保育園 利用中

２歳関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳関内　三郎 ▽▽保育園 決定3

ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1
女

関内　大輔
神奈川県横浜市神奈川区□□町△△マ
ンション１００９

090-1111-
2222

横浜　花子2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－２
－３

090-9876-
5432

２歳横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－２
－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

備考
きょうだい情報

年齢 氏名 施設名 状態
No 児童氏名

生年月日
性別

保護者氏名 住所 連絡先

施設・事業利用者一覧（教育）

幼稚園

○○　施設長　様

子ども・子育て支援法に基づき、次の者の利用を内定しましたので送付します。

申請受理区：鶴見区

クラス：４歳児 利用開始年月：平成27年 4月

sysmente
テキストボックス
利用者一覧イメージ



平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

(FKD05FM1A300)

５歳 関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中
４歳 関内　二郎 △△保育園 利用中

２歳 関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳 関内　三郎 ▽▽保育園 決定3

ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1
女

関内　大輔
神奈川県横浜市神奈川区□□町△△
マンション１００９

090-1111-
2222

横浜　花子2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－
２－３

090-9876-
5432

２歳 横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－
２－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

備考
きょうだい情報

年齢 氏名 施設名 状態
No 児童氏名

生年月日
性別

保護者氏名 住所 連絡先

施設・事業利用者一覧（教育）

幼稚園

○○　施設長　様

子ども・子育て支援法に基づき、次の者の利用を内定しましたので送付します。

申請受理区：鶴見区

クラス：４歳児 利用開始年月：平成27年 4月

契約しない人がいれば、削除してください。

sysmente
テキストボックス
契約者一覧イメージ





































支給認定・利用調整事務
について

平成27年６月10日

横浜市こども青少年局

保育・教育運営課支給認定・利用調整担当

新制度を選択し、認定こども園（２号・３号

認定部分）に移行した際の認定こども園へ

の申込みから利用（入園）を開始するまで

の手続きについてご説明します。

１号部分については、資料８をご確認くだ

さい。

sysmente
テキストボックス
資料13



構 成

１ 新制度における手続きのポイント

２ 平成28年４月利用（新規）に関する日程について（予定）

３ 在籍児の手続きについて

４ 毎月の新規申込みについて

５ 市外に居住する児童（市外児童）の場合について

６ 応諾義務について

７ 現況確認について

１ 新制度における手続きのポイント

（１）支給認定について

（２）利用決定について



（１）支給認定について

利用者は、利用にあたって、教育・保育の必

要性に応じた支給認定を受ける必要があります。

支給認定は３つの区分があります。

横浜市は、利用者からの申請に基づき、支給

認定証を発行します。

年齢
保育の
必要性

支給認定区分 利用できる施設・事業

満３歳
以上

なし
１号認定

＜教育標準時間＞

幼稚園、

認定こども園（幼稚園部分）

満３歳
以上

あり

２号認定

＜保育標準時間／

保育短時間＞

保育所、

認定こども園（保育所部分）

満３歳
未満

あり

３号認定

＜保育標準時間／

保育短時間＞

保育所、認定こども園（保育所部分）

家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業など

＜支給認定区分＞

利用者は、３つの区分のいずれかの認定を受けることになります。



＜保育の必要量に応じた区分＞

2号認定または3号認定を受ける方は、保育の

必要量に応じて更に「保育標準時間」または

「保育短時間」に区分されます。

保育標準時間 1日11時間の枠の中で、必要とする保育を利用

保育短時間 1日８時間の枠の中で、必要とする保育を利用

※保育の必要量は、就労等保育を必要とする利用者の状況か
ら判断されます。

２号・３号
認定

（２）利用決定について

「1号認定」の場合と「2号認定」「3号認定」の

場合で、利用決定までの手続きが異なります。

「2号認定」「3号認定」の場合、保護者は区

役所に施設利用希望の申込みを行い、区役所によ

る保育の必要度に応じた利用調整を経た上で、園

と保護者の間で利用契約を結ぶこととなります。



２ 平成28年４月利用（新規）に関する日程について（予定）

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月～１月

２月

３月

４月

利用申請

認定認定証受理

一次利用調整

申請受付
↓

システム
反映

内定者の一覧（施設
利用者一覧）受理

利用調整結果受理

又は

利用の決定
（利用料の決定）

契約締結者一覧受
理※３

利用料の通知受理

利用開始

保留・取下の場合二次利用調整へ

認定申請

内定 保留

重要事項説明⇒利用契約※１

利用案内配付

利用契約の報告※２

【説明】

番号 項目 説明

※１ 利用契約 認定証の提示を受け、施設利用者一覧を確認の上、利用
契約を締結します。

※２ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、施
設所在区役所こども家庭支援課に提出します。

※３ 契約締結一覧受
領

契約締結者一覧には、各利用者の利用料が記載されてい
ます。



時期 園 利用者 区役所

１月

２月

３月

４月～

さらに３月末まで調整を
継続し、それでもなお、保
留となった場合は５月の
利用調整へ

一時利用調整結果受理

又は保留

二次利用調整

利用調整結果受理

又は内定 保留

内定者の一覧（施設利用者
一覧）受理

利用の決定
（利用料の決定）

利用者一覧受理 利用料の通知受理

利用開始

取下

重要事項説明⇒利用契約

２ 平成28年４月利用（新規）に関する日程について（予定）
２次利用調整

利用契約の報告※２

３ 在籍児の手続きについて

１ 取扱い
幼稚園の在園児が新制度移行をまたいで継続利用する場合、横浜市私立

幼稚園等預かり保育事業をご利用いただいている保護者のうち、認定こ

ども園の保育所部分への利用を希望される場合は、継続して利用できる

よう特例を設けます。

対応

○新制度移行前年時点の在園児のうち、預かり
保育利用者が、移行に伴い２号認定子どもとし
て継続利用を申請した場合 ２号定員枠で継続利用

在籍児童—特例措置－市内児童



２ 特例を設ける条件
（１）利用枠の確保

希望者全員を卒園まで受け入れることができる入所枠を確保すること

（２）基準日・条件

・移行前年の９月３０日（基準日）に保育所入所要件を満たす預かり

保育利用者

・基準日から翌年３月３１日まで継続して在園かつ預かり保育を利用

し、４月以降も在園の予定である。（他園との併願や転園は希望しない）

※基準日以降の預かり保育新規利用者、３月31日までの退園予定者は

通常の利用調整となります。

３ その他

幼稚園利用者のうち、１号＋預かり保育での利用を希望した場合や

保育所の入所要件を満たさない場合は、他の在園児とともに継続利用

手続きを行います。

在籍児童—特例措置－市内児童

時期 園 利用者 区役所

８月

９月

10月

２・３号枠利用希望
者数の把握

認定申請書・雇用証明
書様式配付

１号→２号
利用人数の見込みを連絡

１号→２号での利用人数を踏
まえて、１号の園児募集

意向調査配付

スケジュール

意向調書受領・配付

意向調書回答

意向調書回収・提出

認定申請書等様式受領・
配付

認定申請書
・雇用証明書提出

認定要件の審査・確認認定申請書等回収・提出

特例措置対象者を差し引いて、
空き枠（１次利用調整枠）を

公開



４ 毎月の新規申込みについて

時期 園 利用者 区役所

利用開
始前月

利用開
始月

利用申請 認定

認定証受理

利用調整

内定者の一覧（施設
利用者一覧）受理

利用調整結果受理

又は

利用の決定
（利用料の決定）

契約締結者一覧受
理

利用料の通知受理

利用開始

保留の場合は翌月の利用調整へ

認定申請

内定 保留

重要事項説明
⇒利用契約

利用契約の報告

利用を希望する月により、
申請締切日が異なります。

５ 市外に居住する児童（市外児童）の場合について

①利用者（保護者）は居住の市町村に支給認定申請及び

利用申請を行います。

②利用者は、横浜市の設ける締切日までに居住の市町村

を通じて、手続きを行います。

③園と利用者の間で契約締結します。

④居住の市町村から、利用料のお知らせ等が届きます。

※スケジュールは、該当市町村にご確認ください。



６ 応諾義務について

保護者から正式の利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなけれ

ば、これを拒んではならないとされています。

正当な理由
①定員に空きがない場合
②定員を上回る利用の申込みがあった場合
③その他特別な事情がある場合

を基本とします。

◎特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内

閣府令第39号）

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

７ 現況確認について

子ども・子育て支援制度では、保育園等を利用している方（２・３号

認定）に対して、保育を必要とする事由や状況に引き続き該当している

ことの確認を行う必要があり、年1回利用者に現況届出書及び挙証証明

の提出を求めています（この確認を「現況確認」といいます）。

また、提出いただいた書類は、９月から翌年８月までの利用料を確定

するためにも必要です。

現況届出書の利用者への配付・回収にあたっては、園を通じて行って

います。



＜現況届出書の流れ＞

＜スケジュール（平成27年度の場合）＞

4月下旬 園を通じて利用者に現況届出書を配付

5月下旬 利用者が園に現況届出書等を提出

6月上旬 園が区役所に現況届出書等を提出

８月下旬 利用者に認定変更決定通知書、

園に変更契約締結者一覧を送付

9月1日 利用料変更

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

局 

（現況センター） 

（6）集中処理 

 

区 

認定こども園 

利用者 

添付資料について

１ 認定こども園と保育園等の併願について・・・（別紙１）

２ 帳票イメージ・・・（別紙２）

※ 平成27年度 利用案内を横浜市ホームページに掲載中です。

横浜市 利用案内 子ども で検索してください。

平成28年度 利用案内（平成28年4月利用開始分）については10月中旬に発行

予定です。

＜支給認定・利用調整に関するお問い合わせ＞

こども青少年局保育・教育運営課支給認定・利用調整担当

〒231-0017 横浜市中区港町1-1

電話 045－671－3990



認定こども園（1 号定員枠）と保育所等の併願について 

（１）認定申請等について 

・認定こども園（1号定員枠）の内定を得た利用者が、保育所の併願を希望している場合、利用

者から、所定の様式により併願していることを、認定こども園を経由して市に申し出ていただ

きます。 

・保育所を申し込む場合、２号認定を受ける必要があります。２号認定を受けている場合は、１

号の認定証は発行されません。 

・２月頃、保育所の利用調整の結果を市から利用者に通知します。併せて、利用者に対し、入園

の意向の有無をこども園に伝えるよう、連絡をします。 

 

 

 

（２）認定の扱い 

・利用調整の結果、保育所等が保留となり、認定こども園（1号定員枠）を利用する場合は、認

定変更の申請を園を通じて提出し、１号の認定を取得していただくことになります。 

（認定こども園（1号定員枠）を利用する際に、特例給付を支給することができないため、認定

こども園に通いながら保育所の空きを待つことができないため。） 

 

※なお、幼稚園に通いながら保育所の空きを待つ場合は、2号認定のままで幼稚園を利用してい

ただくことになります。その場合は、変更申請などの手続きは要さず、特例給付を支給するこ

とになります。 

別紙１ 



平成27年○月○日
〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

○区長 印

(FKD05FM10040)

Fax：○○○-○○○○
Teｌ：○○○-○○○○
子ども家庭支援課
○区福祉保健センター

横浜　子一郎　　　　様

子ども・子育て支援給付支給認定証

児童情報

認定証番号 123456789101

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｺｲﾁﾛｳ

氏名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 4月 6日 性別 男

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

保護者情報

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ｵﾔﾀﾛｳ

氏名 横浜　親太郎

生年月日 昭和58年 8月 9日 続柄 父

居住地

〒231-0012
横浜市中区相生町７丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０２

支給認定内容

支給認定区分 １号

認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成30年 3月31日

１　この証は、よく読んで大切に持っていてください。
２　施設等の利用が決定した際には、この証を施設等に必ず提示してください。
３　認定有効期間を経過したときは、子ども・子育て支援給付費の支給を受けられません。
　　認定有効期間を経過する前にお住まいの区の福祉保健センターへ、認定変更申請を行ってください。
４　この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、お住まいの区の福祉保健センターにその旨を届け出てください。
５　認定有効期間内に、居住地を他の市町村の区域に移すと、この証は使えなくなります。
　　居住地を移そうとする場合には、事前に、お住まいの区の福祉保健センターにご連絡・ご相談ください。
　　また、認定有効期間内に、他の市町村の区域に居住地を移したときは、14日以内に、この証を添えて、これまで居住していた区の福祉保健
　センターに認定の取消を申請してください。
６　この証を破損したり汚したり又は紛失したときは、お住まいの区の福祉保健センターに速やかに届け出て再交付を受けてください。
　　また、再交付を受けた後、紛失したこの証を発見したときは、速やかにお住まいの区の福祉保健センターに返却してください。
７　支給認定の資格がなくなったときは、直ちにお住まいの区の福祉保健センターに届け出てください。
８　３～７に関して、お住まいの区と異なる区にある施設等を利用中の方については、施設等のある区の福祉保健センターに申請や届出を行っ
　てください。

sysmente
テキストボックス
支給認定証イメージ

sysmente
テキストボックス
別紙２



〒○○○-○○○○
平成27年○月○日

横浜市中区○○町０－０－０

〒○○○-○○○○

横浜市中区○○町１－１

(FKD05FM10100) X

１　負担区分に変更があった場合は、その旨を別途通知します。
２　住所、氏名、世帯構成その他に変更がある場合は、速やかに上記の福祉保健センターへ変更の申請をしてください。
３　施設等を利用中であっても、支給認定の基準に該当しなくなった場合には、支給認定を取り消す場合があります。

施設・事業所名 ○×△□法人　よこはま幼稚園

施設・事業所
住　所　等

231-0021
横浜市中区日本大通１００丁目５５５５番地

負担区分適用期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

減 免 期 間 平成27年 4月～平成28年 3月

Ｄ２５階層

その他 3,500,000 円 

補 足 給 付 有

認定有効期間 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

根拠となる税額

父 3,000,000 円 判定税額計 8,000,000 円 

母 1,500,000 円 負 担 区 分

保 護 者
( 申 請 者 )

氏 名 横浜　親太郎

住 所
横浜市中区相生町６丁目９９９９９番地

マンションよこはま１０１

認定証番号 123456789101 認 定 区 分 １号

支給認定決定通知書【教育】

子ども・子育て支援法第20条に基づく支給認定について、次のとおり決定します。

対 象 児 童
氏 名 横浜　子一郎

生年月日 平成23年 1月 1日

Teｌ：○○○-○○○○

○区長 印

Fax：○○○-○○○○

横浜　子一郎　　　　様

子ども家庭支援課
○区福祉保健センター

sysmente
テキストボックス
支給認定決定通知書イメージ



平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

(FKD05FM1A300)

５歳関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中
４歳関内　二郎 △△保育園 利用中

２歳関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳関内　三郎 ▽▽保育園 決定3

ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1
女

関内　大輔
神奈川県横浜市神奈川区□□町△△マ
ンション１００９

090-1111-
2222

横浜　花子2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－２
－３

090-9876-
5432

２歳横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－２
－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

備考
きょうだい情報

年齢 氏名 施設名 状態
No 児童氏名

生年月日
性別

保護者氏名 住所 連絡先

施設・事業利用者一覧（教育）

幼稚園

○○　施設長　様

子ども・子育て支援法に基づき、次の者の利用を内定しましたので送付します。

申請受理区：鶴見区

クラス：４歳児 利用開始年月：平成27年 4月

sysmente
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平成27年度 平成27年○月○日 1 / 1

横浜市

○○区福祉保健センター長 印

(FKD05FM1A300)

５歳 関内　一郎 ◆◇第一保育園 利用中
４歳 関内　二郎 △△保育園 利用中

２歳 関内　四郎 ○○保育室 決定

関内　五郎
３歳 関内　三郎 ▽▽保育園 決定3

ｶﾝﾅｲ　ｺﾞﾛｳ H25.12. 1
女

関内　大輔
神奈川県横浜市神奈川区□□町△△
マンション１００９

090-1111-
2222

横浜　花子2
ﾖｺﾊﾏ　ﾊﾅｺ H25. 9.21

女
横浜　桃子

神奈川県横浜市神奈川区△△町３－
２－３

090-9876-
5432

２歳 横浜　兄太郎 □□保育園 保留

神奈川　次郎1
ｶﾅｶﾞﾜ　ｼﾞﾛｳ H25. 8.31

男
神奈川　太郎

神奈川県横浜市神奈川区○○町１－
２－３　□□マンション１１１１

090-1234-
5678

備考
きょうだい情報

年齢 氏名 施設名 状態
No 児童氏名

生年月日
性別

保護者氏名 住所 連絡先

施設・事業利用者一覧（教育）

幼稚園

○○　施設長　様

子ども・子育て支援法に基づき、次の者の利用を内定しましたので送付します。

申請受理区：鶴見区

クラス：４歳児 利用開始年月：平成27年 4月

契約しない人がいれば、削除してください。
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